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新旧対照表 

改 正 後 現  行 

 

クルマとつなぐ屋根ソーラー補助金交付要綱 

 

 

第１条 （現行のとおり） 

 

（定義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 
(1)～(3)  （現行のとおり） 

(4) 電気自動車 搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機

として内燃機関を併用しない検査済自動車（道路運送車両法（昭和26
年法律第185号）第60条第１項の規定による自動車検査証の交付を受け

た道路運送車両法第２条第２項に規定する自動車をいう。以下同じ。）

をいう。 
(5) プラグインハイブリッド自動車 搭載された電池によって駆動される

電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能

な検査済自動車をいう。 
(64) V2H充放電システム 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動

車（以下「電気自動車等」という。）からの電力の取出し及び電気自動

車等への充電により、電気自動車等と建物との間で電力を相互に供給

するためのシステムの総体をいう。 
(75) 太陽光発電設備等 太陽光発電システム、蓄電システム又はV2H充

放電システムをいう。 
(86) 住宅 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81
号）第２条第１項に規定する住宅をいう。 

(97) 既存住宅 住宅のうち、住宅の品質確保の促進等に関する法律第２

条第２項に規定する新築住宅に該当しないものをいう。 
(8) グループパワーチョイス 県と協定を締結した支援事業者が、太陽光

 

クルマとつなぐ屋根ソーラー補助金交付要綱 
 
 
第１条  （略） 
 
（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 
(1)～(3)  （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) V2H充放電システム 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車

（以下「電気自動車等」という。）からの電力の取出し及び電気自動車

等への充電により、電気自動車等と建物との間で電力を相互に供給す

るためのシステムの総体をいう。 
(5) 太陽光発電設備等 太陽光発電システム、蓄電システム又はV2H充

放電システムをいう。 
(6) 住宅 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81
号）第２条第１項に規定する住宅をいう。 

(7) 既存住宅 住宅のうち、住宅の品質確保の促進等に関する法律第２

条第２項に規定する新築住宅に該当しないものをいう。 
(8) グループパワーチョイス 県と協定を締結した支援事業者が、太陽
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発電設備等の購入希望者を募集し、共同購入を行う事業をいう。 
(10) リース契約 契約の名称にかかわらず、電気自動車等の貸主が、当

該車両の借主に対し、当事者間で合意した期間にわたり当該車両を使

用収益する権利を与え、借主は、当該車両の使用料を貸主に支払う契

約をいう。 
(11) リース事業者 リース契約に基づき、電気自動車等を借主に貸し渡

すことを業とするものをいう。 
 

第３条 （現行のとおり） 

 

（補助事業） 
第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、

次の各号に掲げるとおりとする。 
(1) 補助対象者が信州の屋根ソーラー事業者認定制度実施要領第５条第１

項又は第10条第３項の規定による認定を受けた事業者（以下「認定事

業者」という。）との販売契約により別表第１に掲げる要件を満たす太

陽光発電設備等（以下「補助対象太陽光発電設備等」という。）を新た

に設置する事業のうち、次に掲げるものとする。 
(1)ア 太陽光発電システム及び当該太陽光発電システムと組み合わせて使

用する蓄電システムを同時に設置する事業 
(2)イ 太陽光発電システム及び当該太陽光発電システムと組み合わせて使

用するV2H充放電システムを同時に設置する事業 
(3)ウ 太陽光発電システム並びに当該太陽光発電システムと組み合わせて

使用する蓄電システム及びV2H充放電システムを同時に設置する事業 
(4)エ 既に設置された太陽光発電システムと組み合わせて使用する蓄電シ

ステムを設置する事業 
(5)オ 既に設置された太陽光発電システムと組み合わせて使用するV2H充

放電システムを設置する事業 
(6)カ 既に設置された太陽光発電システムと組み合わせて使用する蓄電シ

ステム及びV2H充放電システムを設置する事業 
(2) 補助対象者が電気自動車等の販売事業者との販売契約又は電気自動車

等のリース事業者とのリース契約により別表第１に掲げる要件を満た

光発電設備等の購入希望者を募集し、共同購入を行う事業をいう。 
 
 
 
 
 
 
 

第３条 （略） 
 
（補助事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、

補助対象者が信州の屋根ソーラー事業者認定制度実施要領第５条第１項

又は第10条第３項の規定による認定を受けた事業者（以下「認定事業

者」という。）との販売契約により別表第１に掲げる要件を満たす太陽光

発電設備等（以下「補助対象設備」という。）を新たに設置する事業のう

ち、次に掲げるものとする。 
 
(1) 太陽光発電システム及び当該太陽光発電システムと組み合わせて使

用する蓄電システムを同時に設置する事業 
(2) 太陽光発電システム及び当該太陽光発電システムと組み合わせて使

用するV2H充放電システムを同時に設置する事業 
(3) 太陽光発電システム並びに当該太陽光発電システムと組み合わせて

使用する蓄電システム及びV2H充放電システムを同時に設置する事業 
(4) 既に設置された太陽光発電システムと組み合わせて使用する蓄電シ

ステムを設置する事業 
(5) 既に設置された太陽光発電システムと組み合わせて使用するV2H充

放電システムを設置する事業 
(6) 既に設置された太陽光発電システムと組み合わせて使用する蓄電シ

ステム及びV2H充放電システムを設置する事業 
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す電気自動車等（以下「補助対象電気自動車等」という。）を新たに導

入する事業のうち、次に掲げるものとする。 
ア 認定事業者との販売契約により補助対象太陽光発電設備等のうちの

太陽光発電システムを新たに設置するとともに、当該太陽光発電シス

テムにより発電された電気を使用する電気自動車等を導入する事業 
イ 既に設置された太陽光発電システムにより発電された電気を使用す

る電気自動車等を導入する事業 
２ （現行のとおり） 
３ 前項の着手とは、次の各号に定めるとおりとする。補助対象設備の設

置に係る販売契約の締結をいう。 
(1) 第１項第１号の事業 補助対象太陽光発電設備等の設置に係る販売契

約の締結 
(2) 第１項第２号アの事業 補助対象太陽光発電設備等のうちの太陽光発

電システムの販売契約又は補助対象電気自動車等の初度登録（検査）

のいずれか早い方 
(3) 第１項第２号イの事業 補助対象電気自動車等の初度登録（検査） 

 
（太陽光発電補助対象設備等の設置場所） 

第５条 補助対象事業における太陽光発電設備等並びに前条第１項第３号

及び第４号の既に設置された太陽光発電システムの設置場所は、補助対

象者が居住する長野県内の既存住宅とする。なお、補助対象太陽光発電

設備等の太陽電池モジュールについては当該住宅の屋根上に設置するも

のとし、やむを得ない理由により当該住宅の屋根上に設置できない場合

は、知事の承認を得た上で、その敷地内に設置することができるものと

する。 
 

（補助対象経費及び補助金の額） 
第６条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）

は、補助事業における補助対象太陽光発電設備等の設置又は補助対象電

気自動車等の導入補助事業の実施に必要な経費（消費税及び地方消費税

相当額を除く。）で、知事が適当と認めるものとする。ただし、補助対象

電気自動車等の導入にかかる補助対象経費については、補助対象電気自

 
 
 
 
 
 
 

２ （略） 
３ 前項の着手とは、補助対象設備の設置に係る販売契約の締結をいう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（補助対象設備等の設置場所） 

第５条 補助対象設備並びに前条第１項第３号及び第４号の既に設置され

た太陽光発電システムの設置場所は、補助対象者が居住する長野県内の

既存住宅とする。なお、太陽電池モジュールについては当該住宅の屋根

上に設置するものとし、やむを得ない理由により当該住宅の屋根上に設

置できない場合は、知事の承認を得た上で、その敷地内に設置すること

ができるものとする。 
 
 
（補助対象経費及び補助金の額） 

第６条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）

は、補助事業の実施に必要な経費（消費税及び地方消費税相当額を除

く。）で、知事が適当と認めるものとする。 
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動車等の車両本体の購入又はリースに係る経費とする。 
２ （現行のとおり） 
３ 補助金の額は、次により算出するものとする。 

(1)ア 補助事業の区分に応じ、補助対象経費の額と次に掲げる上限額のい

ずれか少ない額を補助金額とする。ただし、算定された額に千円未満

の端数があるときは、これを切り捨てる。 
ア(1) 太陽光発電システムの設置 ５万円 
イ(2) 蓄電システムの設置 15万円 
ウ(3) V2H充放電システムの設置 20万円 
エ 電気自動車等の導入 25万円 
(2)イ (1)アにより算出された補助対象経費の区分ごとの補助金交付額を合

算した額を補助金額とする。 

 

（交付申請及び実績報告） 
第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業が完

了した日の属する年度の３月1224日のいずれか早い日までに、次の各号

に掲げる事業ごとに定める書類を交付申請書兼実績報告書兼補助金交付

請求書（様式第１号）に別表第２に掲げる書類を添付し、知事に提出し

なければならない。 
(1) 第４条第１項第１号の事業（以下「第１号事業」という。） 交付申

請書兼実績報告書兼補助金交付請求書（様式第１号）及び別表第２に

掲げる書類 
(2) 第４条第１項第２号の事業（以下「第２号事業」という。） 交付申

請書兼実績報告書兼補助金交付請求書（様式第１号の２）及び別表第

３に掲げる書類 
２ 第２号事業の申請者は、同一年度内に、第２号事業の要件を満たすた

めに第１号事業も実施する場合は、第１号事業を第２号事業と同日又は

それ以前に完了していなければならない。 
 

（交付申請及び実績報告の特例） 
第７条の２ 前条の規定にかかわらず、第２号事業の完了した日が第１号

 
２ （略） 
３ 補助金の額は、次により算出するものとする。 
ア 補助事業の区分に応じ、補助対象経費の額と次に掲げる上限額のい

ずれか少ない額を補助金額とする。ただし、算定された額に千円未満

の端数があるときは、これを切り捨てる。 
 (1) 太陽光発電システムの設置 ５万円 
 (2) 蓄電システムの設置 15万円 
 (3) V2H充放電システムの設置 20万円 
イ アにより算出された区分ごとの交付額を合算した額を補助金額とす

る。 
 
 
（交付申請及び実績報告） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業が完

了した日の属する年度の３月24日のいずれか早い日までに、交付申請書

兼実績報告書兼補助金交付請求書（様式第１号）に別表第２に掲げる書

類を添付し、知事に提出しなければならない。 
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事業の完了した日より前となる場合であっても、第２号事業の申請者

が、第２号事業の完了する日より前に第１号事業に着手し、交付申請及

び実績報告にかかる特例承認申請書（様式第１号の３）を知事に提出し

て、知事がこれを承認した場合は、第２号事業は第１号事業の完了した

日と同日に完了したものとみなし、第２号事業の申請者は、その日から

起算して30日を経過した日又は補助事業が完了した日の属する年度の３

月12日のいずれか早い日までに、前条第１項第２号に定める書類を知事

に提出しなければならない。ただし、この場合において、第１号事業に

ついてのみ第９条第２項の事業期間の延長の承認を受けた場合はこの限

りではない。 
 

（交付決定及び額の確定） 
第８条 知事は、第７前条の交付申請書兼実績報告書兼補助金交付請求書

を受理したときは、内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定すると

ともに、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に通知するものとす

る。 
 

（事業期間の延長） 

第９条 申請者は、やむを得ない理由により、事業に着手した日の属する

年度の２３月末24日までに補助事業が完了しないおそれがあるときは、

別に定める日までに、事業期間延長承認申請書（様式第２号）に事業の

着手日が確認できる書類を添えて知事に提出しなければならない。 
２ （現行のとおり） 
３ 申請者は、事業期間延長の承認を受けた場合において、当該承認を受

けた日の属する年度の３月末日までに補助事業が完了したときは、補助

事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業が完了し

た日の属する年度の３月末日のいずれか早い日までに、第７条第１項第

１号又は第２号の書類を交付申請書兼実績報告書兼補助金交付請求書

（様式第１号）に別表２に掲げる書類を添付し、知事に提出しなければ

ならない。 
４ 第１項及び第２項の手続によるり延長後の事業期間内に補助事業が完

了しないおそれがあるとき事業期間が２年度にわたることとなった場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（交付決定及び額の確定） 
第８条 知事は、前条の交付申請書兼実績報告書兼補助金交付請求書を受

理したときは、内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定するととも

に、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。 
 
 
（事業期間の延長） 

第９条 申請者は、やむを得ない理由により、事業に着手した日の属する

年度の３月24日までに補助事業が完了しないおそれがあるときは、別に

定める日までに、事業期間延長承認申請書（様式第２号）に事業の着手

日が確認できる書類を添えて知事に提出しなければならない。 
２ （略） 
３ 申請者は、事業期間延長の承認を受けた場合において、当該承認を受

けた日の属する年度の３月末日までに補助事業が完了したときは、補助

事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業が完了し

た日の属する年度の３月末日のいずれか早い日までに、交付申請書兼実

績報告書兼補助金交付請求書（様式第１号）に別表２に掲げる書類を添

付し、知事に提出しなければならない。 
 
４ 第１項及び第２項の手続により事業期間が２年度にわたることとなっ

た場合において、補助事業が２年度目の２月末日までに完了しないおそ
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において、補助事業が２年度目の２月末日までに完了しないおそれがあ

るときは、再度、別に定める日までに、事業期間延長承認申請書を知事

に提出しなければならない。ただし、延長後の事業期間は２年度目の３

月末日を超えないものとする。 
 

第10条 （現行のとおり） 

 

（取得財産の管理） 
第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けて取得した太陽光発電設備等

及び電気自動車等（以下「取得財産」という。）を、善良な管理者の注意を

もって管理し、その効率的な運用を図らなければならない。 
 
（財産処分の制限） 

第12条 補助事業者は、補助対象太陽光発電設備等を取得する場合は減価

償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に定める

耐用年数の期間内において、補助対象電気自動車等を取得する場合は別表

第４に定める期間内において、取得財産を補助金の交付の目的に反して使

用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供するときは、財

産処分承認申請書（様式第３号）により知事の承認を受けなければならな

い。 
２ （現行のとおり） 
 
第13条～第14条 （現行のとおり） 
 

附 則 
この要綱は、令和３年７月16日から施行する。 
この要綱は、令和３年12月27日から施行する。 
この要綱は、令和４年４月13日から施行する。 
この要綱は、令和５年４月14日から施行する。 
この要綱は、令和６年４月12日から施行し、県の令和６年度予算に係る

補助金から適用する。 
令和５年度以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。 

れがあるときは、再度、別に定める日までに、事業期間延長承認申請書

を知事に提出しなければならない。ただし、延長後の事業期間は２年度

目の３月末日を超えないものとする。 
 
 

第10条 （略） 
 

（取得財産の管理） 
第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けて取得した太陽光発電設備等

（以下「取得財産」という。）を、善良な管理者の注意をもって管理し、

その効率的な運用を図らなければならない。 
 
（財産処分の制限） 

第12条 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40
年大蔵省令第15号）に定める耐用年数の期間内において、取得財産を補

助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付

け、又は担保に供するときは、財産処分承認申請書（様式第３号）によ

り知事の承認を受けなければならない。 
 
 
２ （略） 
  
第13条～第14条 （略） 
 

附 則 
この要綱は、令和３年７月16日から施行する。 
この要綱は、令和３年12月27日から施行する。 
この要綱は、令和４年４月13日から施行する。 
この要綱は、令和５年４月14日から施行する。 
この要綱は、令和６年４月12日から施行し、県の令和６年度予算に係る

補助金から適用する。 
令和５年度以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。 
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改 正 後 現  行 

この要綱は、令和７年４月21日から施行し、県の令和７年度予算に係る

補助金から適用する。 
令和６年度以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。 
この要綱は、令和７年12月22日から施行する。 
令和６年度以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。 
この要綱は、令和８年４月22日から施行し、令和８年度の申請に係る補

助金から適用する。 

令和７年度以前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。 
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